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お知らせ

渇水のため農業用水の取水制限値を２０％とし
菅沢ダムからの放流を減らします。

本日、第３回日野川流域水利用協議会を開催し、以下のとおり決定しました。

１２日より水利用の大部分を占める農業用水について、当面の間、現在の取水制
限値を５％から２０％に変更します。

これに合わせて、７月の水利用に備え、国土交通省で管理している菅沢ダムの貯
水量を節約するため、放流量を当面の間通常放流の最大２m3/sにします。

なお、上水道及び工業用水については、市民生活や生産活動に直接影響を及ぼす
ため、当面の間５％を継続して実施していただきます。

●第３回日野川流域水利用協議会での決定事項

・日野川流域の利水者のうち農業用水については、現在の５％の取水制限を
２０％の取水制限とし、１２日から実施する。
上水道及び工業用水においては、これまでの５％の取水制限を継続して実施
する。

・菅沢ダムについては、放流量を現在の最大約４m3/sから最大２m3/sに減量
して運用する。
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